
富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第２９条第１

項の規定による事実公表 

 

平成２７年７月１日 

 

○ 事 案  

次に掲げる事業者は、富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する

条例第９条第１項に規定する許可を受けずに土砂等により土地の埋立て等

を施行した。 

この事業者に対し、第２２条の規定に基づき土地の埋立て等の中止を命じ、

第２３条の規定に基づき期限を定めて原状回復等を命じたが従わなかった。 

よって、第２９条第１項の規定により、ここにその事実を公表するもので

ある。 

 

○ 事業者 

住  所  静岡県御殿場市川島田３３５番地の１ 石原坂ハイツ２０３ 

氏  名  保科 正人 

 

○ 土砂等により土地の埋立て等が施行された場所 

富士市大淵字小河窪１４７７６番１ 

 

 

 

 

 公表期間：原状回復等の命令内容を履行し、確認されるまで 

 


